
第８回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日 時  ２０１５年２月２４日（火）１０：３０～ 

 

２．場 所  中央合同庁舎８号館５階共用C会議室 

 

３．出席者  原子力委員会 

        岡委員長、阿部委員、中西委員 

       経済産業省資源エネルギー庁 

        小林放射性廃棄物等対策室長 

       内閣府原子力政策担当室 

        室谷参事官、野口企画官、菊地主査 

 

４．議  題 

 （１）特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく基本方針について（諮問）（経済

産業省） 

 （２）第16回アジア原子力協力フォーラム（FNCA）コーディネーター会合の開催について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

 （１－１）特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく特定放射性廃棄物の最終処分

に関する基本方針について 

 （１－２）最終処分法に基づく基本方針の改定案について 

 （１－３）特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針 新旧対照条文 

 （ ２ ）第16回アジア原子力協力フォーラム（FNCA）コーディネーター会合の開催につい

て（案） 

 （３－１）第3回原子力委員会議事録 

 （３－２）第4回原子力委員会議事録 
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参考資料 

 （１－１）放射性廃棄物WG中間とりまとめ 

 （１－２）「エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）」から抜粋 

 （１－３）高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた新たなプロセス 

 

６．審議事項 

（岡委員長）それでは、時間ですので、ただいまから平成27年第8回原子力委員会を開催いた

します。 

  本日の議題は、１つ目が特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく基本方針につ

いて（諮問）（経済産業省）です。２つ目が、第16回アジア原子力協力フォーラム（FNCA）

コーディネーター会合の開催について。３つ目が、その他です。 

  それでは、１つ目の議題について、事務局から御説明をお願いします。 

（室谷参事官）ありがとうございます。平成27年2月19日付で、経済産業省より、特定放射性

廃棄物の最終処分に関する基本方針について、諮問がございました。これは、特定放射性廃

棄物の最終処分に関する基本方針を策定するに当たり、特定放射性廃棄物の最終処分に関す

る法律第3条第3項の規定に基づき、原子力委員会の意見を聞かなければならないとされてい

ることによるものでございます。 

  本日は、経済産業省から説明を聴取し、委員会において議論を行った上で、次回以降、答

申を行う予定でございます。 

  それでは、経済産業省資源エネルギー庁、小林放射性廃棄物等対策室長から御説明をお願

いいたします。 

（小林室長）経済産業省の放射性廃棄物等対策室長をしております小林でございます。きょう

はお時間をいただきましてありがとうございます。着席のまま説明させていただきたいと思

います。 

  今、御紹介ありましたとおり、我々、略称で最終処分法と申し上げておりますけれども、

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律、これに基づきまして、2月19日付で経済産業大

臣より、こちらの委員会のほうに諮問をさせていただいたところでございます。 

  諮問文そのものはお手元にあるとおりでございますけれども、若干この経緯をまず御紹介

をさせていただきますと、東日本大震災、それに伴う福島の原子力発電所の事故というよう

なことを踏まえまして、原子力政策の見直しを進める中で、この最終処分政策につきまして
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も経済産業省資源エネルギー庁として見直し、検討というものを進めてきたところでござい

ます。 

  お手元に白い冊子をお配りしてございます。放射性廃棄物ワーキンググループ中間取りま

とめというものでございます。平成26年5月、昨年の5月に取りまとめたものでございますけ

れども、資源エネルギー調査会、経済産業大臣の諮問機関でございますが、そちらのもとに

本件を取り扱う専門のワーキンググループを設置して、今申し上げた政策の在り方という検

討を進めてきました。その中に経緯が書いてございますけれども、具体的には2年前の5月か

らワーキンググループを設けまして、10回以上にわたりまして議論を進めてきたということ

でございます。 

  それから、並行いたしまして、幾つか資料があって恐縮でございますけれども、参考資料

第1-3号というもの、右肩に第1回最終処分関係閣僚会議資料、それから少しめくっていただ

きますと第2回最終処分関係閣僚会議資料というものを、一つの資料として束ねて配付をさ

せていただいてございます。この経済産業省の名前で、高レベル放射性廃棄物の最終処分に

向けた新たなプロセスというものが表紙に書いてあるものでございますけれども、政府全体

といたしましては、この問題に対してしっかり取り組んでいくということから、官房長官を

ヘッドとします関係閣僚会議を立ち上げまして、平成25年12月に新しくこの会議を立ち上げ

たということでございますけれども、こちらで府省を連携して進めていくという考え方のも

とで、こうしたこと、立ち上げのもと、幾つか具体的な方針なり取組というものを議論し、

決定してきたということでございます。 

  それに加えまして、もう一つ、今度は縦紙で恐縮ですけれども、参考資料第1-2号という

もの、エネルギー基本計画、昨年の4月に閣議決定したものの抜粋をつけてございます。今

申し上げてきたような総合資源エネルギー調査会での議論、それから最終処分関係閣僚会議

での議論なり決定、こうしたことを踏まえまして、昨年の4月にはエネルギー基本計画とい

うものを改定をしました。この中には、ページが振っていなくて恐縮ですけれども、裏面の

上から2つ目のパラグラフぐらいに様々な取組を書いてあるところなんですけれども、総合

資源エネルギー調査会の審議を踏まえて、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の

改定を早急に行うというようなこと、これが昨年4月にうたわれているところでございます。 

  今申し上げてきたようなことを踏まえまして、昨年の秋から、先ほど御紹介をしました総

合資源エネルギー調査会の下のワーキンググループを再開いたしまして、幾つかの論点につ

いて更なる具体化というものを進めてきまして、それから基本方針の改定ということについ
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ても数度にわたって議論をしてきました。それを踏まえての今回の改定案、そして、こちら

への意見照会、諮問ということでございます。 

  長くなりましたけれども、きょうに至りました経緯は、以上でございます。 

  お手元に諮問文そのものはもちろんあるのでございますけれども、資料第1-2号、それか

ら資料第1-3号というものがございます。それぞれ横長の資料でございますけれども、基本

方針の改定案についてという、資源エネルギー庁名、27年2月のクレジットの紙。それから、

資料1-3号は基本方針の新旧対照条文というものでございます。ポイントを、こちらの2つの

資料に基づきまして御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

  この新旧対照条文は、これをつけまして、いわゆるパブリックコメントの手続に入ってご

ざいます。これも2月の19日から30日間ということで、これでかけているところでございま

す。それから、資料第1-2号は、このパブリックコメントに入る前に、先ほど来御紹介して

いるワーキンググループにおいて、資源エネルギー庁のほうからワーキンググループの委員

に対して御説明をする際に用いた資料でございます。要点をまとめてございまして、かつ、

これまでの間にワーキンググループの委員から御指摘をいただいた点も幾つか簡潔に記載を

してございますので、このパワーポイント、今申し上げている資料1-2に基づいて御説明さ

せていただきたいと思います。 

  表紙からめくっていただきまして、今回の改定のポイントというところでございますけれ

ども、経緯につきましては、既に御紹介をしたところでございます。 

資料第1-2号ですが、めくっていただきまして1ページ目、今回の改定のポイントというの

が、青の帯で白字で書いてございますけれども、経緯については御紹介をしたとおりでござ

います。今般大きな見直しをしたということでございまして、法律に基づく基本方針、必要

な場合には経済産業大臣がこれを改定するということになってございまして、今回その法律

に基づきまして、そうしたことをしたいと。こちらが改定できますれば、広くその国民に対

して、この最終処分の必要性というところから広く発信をさせていただき、議論をし、対話

を重ねていくというようなことに進めていきたいなというふうに考えているところでござい

ます。 

  ポイントとして、下半分に幾つか書いてございます。現世代での解決というところから、

評価の仕組みというところまで、幾つかぽつぽつと箇条書きで書いてございますけれども、

この項目に沿って1枚ずつ、2ページ目以降ポイントを整理してございますので、2ページに

移っていただければと思います。これは、先ほどの新旧対照条文のうち、新しく記載した事
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項のうち、特に今回重要だと我々の考えておりますところを抜粋したものでございます。 

  まず、現世代での解決ということでございますけれども、「特定放射性廃棄物は」という

くだりでございます。「それを発生させた現世代の責任として将来世代に負担を先送りしな

いよう、その対策を確実に進めることが不可欠である」と。既にその発生しており、それを

将来世代に先送りしないという、大きな方針を明記したいということでございます。 

  それから、それに続きますパラグラフ、全部を読み上げませんけれども、こうした特定放

射性廃棄物の対策としてということで、我が国においてはこれまでの継続的な検討を経まし

て、地層処分をするんだという方針をここに明記したいと。今まで基本方針にはこの点書い

てございませんでしたけれども、どうしてこの方針をとっているのかということを、きちん

とここで考え方として明記をしておきたいということで、このパラグラフを追加したいとい

うふうに考えてございます。 

  時間に限りがありますので、ちょっと駆け足で、3ページ目のほうに移らせていただきた

いと思います。全国大の理解醸成、全国ワイドでの、特定地域に限らない日本全国でのとい

う意味でございますけれども、理解を得ていくことが大事だということでございます。新規

追加事項というところで、これまで関係住民の理解と国民の理解と協力を得ることが大事だ

という記述だったんでございますけれども、このワーキンググループの中でも、特定の地に

御理解をいただくと、御協力をいただくということの前提として、広く国民の間でそうした

理解、協力というものがないと、個別の地域に入っていっても、その円滑に物事が進まない

という御指摘をたくさんいただきまして、そういうような記述を追加したいということでご

ざいます。 

  それから、「特に」というところでございますけれども、この事業の実現が社会全体の利

益であるとの認識に基づき、その実現に貢献する地域に対し、敬意や感謝の念を持つととも

に、社会として適切に利益を還元していく必要があるとの認識が、広く国民に共有されるこ

とが重要であるということでございまして、特定の地域に、いつぞや調査、それから調査が

進んでいけばその処分地の決定というところまで、法律に基づいて時間をかけて進めていく

ということでございますけれども、その地域に対する、その他の地域、広く国民の理解、敬

意や感謝の念という文言を書いてございますけれども、そうしたことをしっかりしていくこ

とが大事だという考え方を書いているところでございます。 

  それから、幾つか飛ばさせていただいて、一番最後のところですね。そうしたことのため

に国も、それから「機構」といいますのは原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOでござい
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ますけれども、それから「発電用原子炉設置者等」というのは、いわゆる電気事業者という

ことになりますけれども、それから関係研究機関、JAEAなどと連携して、情報公開、それか

ら広聴、広報をしっかりそのためにやっていこうと。それから、発信するだけではなくて、

国民の意見を広く受けとめて、その後の活動にしっかり生かしていくんだという、そのサイ

クルを通じましてその信頼を得られるよう努めるものとすると。この点も、その双方向の対

話が大事だということをワーキングで繰り返し、委員から指摘をいただいたところでござい

まして、その考え方を明示したいということでございます。 

  4ページ目に移っていただきまして、現世代での解決と、それから国民に広く理解を得て

いこうということの更に先に、しかし、ではこれまでどうしてうまくいかなかったのかと、

これからどうしていくのかということで、国が前面に立ってやはり取り組んでいくことが大

事ではないかということ。これは関係閣僚会議等でも指摘をされ、その方向で進もうという

決定が進んできたところでございまして、それも明記をしたいということで、幾つか追記を

したいと考えてございます。NUMOが概要調査地区等の選定主体であるという方の枠組み自身

はそのままなのでございますけれども、しかし、それが円滑に進むように国が前面に立って

取り組むという考え方で書いてございます。 

  「具体的には」というのが上から3行目にございますけれども、具体的にはと、飛ばし飛

ばし読みますけれども、国は科学的により適性が高いと考えられる地域を示すこと等を通じ、

国民及び関係住民の理解と協力を得ることに努めるものとすると。これまで実態上、NUMOの

判断で自治体に広く公募というものをとってきましたけれども、それでは自治体の説明責任

が重いと、どうして日本全国1，000以上の自治体がある中でそこなのかという説明責任を個

別の自治体に負わせるのではなくて、国のほうから地域、地域の土地の適性などを示すこと

によって、そうしたことが負担を軽くし、円滑に進んでいくようにしたらいいのではないか

ということが大きな考え方の背景でございます。 

  それから、「また」ということで、そうした選定の円滑な実現に向けたNUMOによる調査の

実施その他の活動に対する理解と協力について、関係地方公共団体に申し出るものとすると

いうことでございまして、選定主体はNUMOということでございますけれども、やはり地方公

共団体からしますと、それに対して国がどういう姿勢をとるのかということが判断材料とし

て重要であろうという考え方、指摘もありまして、そうしたことに対して国が前に出て、必

要な理解と協力というものを求めてお願いをしていくということも記述として書いていると

ころでございます。 
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  それから、そうしたことを進めていく上でも、これは特定の地域ということではございま

せんで、広く日本の地方公共団体ということでございますけれども、まず、広く理解と協力

を得ていくことが大事だと、不可欠だと、そうしたことから情報提供を緊密に行い、積極的

に意見を聞き、丁寧な対話を重ねていくことが大事だということも、改めて確認をしまして、

この中でも明記をしていきたいというふうに考えたところでございます。そうしたようなこ

とを国として、NUMOに任せ切りにするのではなく、していきたいということで書いてござい

ます。 

  それから、5ページに移っていただきまして、地域合意形成支援ということでございます

けれども、特に公募ではなくて国から適地を示したり、場合によってはその先、申し入れを

するというようなことをしていくということとあわせて考えるにということでございますけ

れども、地区選定が、法律に基づきますと3段階のプロセスを経ていくということになって

ございますけれども、節目、節目でしっかりとその地域、地域で住民の方の議論が行われま

して、この処分事業というものにどのように向き合っていくのかということについて合意形

成が進んでいくということが非常に大事であるということでございまして、それにつきまし

て、これまでNUMOは自分で調査をしたら、調査結果をその報告書の形にまとめて住民に対し

て説明をしましょうということ自身は今まで法令で定められておったんですけれども、そこ

に至るまでの間のプロセスをどうやっていくのかというところが必ずしも明確でございませ

んでした。そこを今回きちんと方針として明らかにしようということが、今回のこの追記の

趣旨でございまして、特に北欧であるとか、きちんとその処分場の確保まで進んできている、

若しくはそれに向かって進展が見られる国の先進事例から学んで、そうしたものをつくって

いくということが大事ではないかということを、ワーキンググループを中心にこれまで議論

をされてきたことを踏まえているものでございます。 

  読み上げを割愛させていただきますけれども、多様な関係住民が参画をして、情報を継続

的に共有する、その上でこの処分事業についての対話を行うという、そういうその積極的な

活動が行われることが望ましいんだということで、これは国が強制をするものではありませ

んけれども、そうしたことが望ましいという考え方に基づきまして、その関係住民及び関係

地方公共団体に対して、それがどういうふうに有用なのかと、若しくは、どういうことが具

体的にできるんだろうかというようなことを示して、そうした場が円滑に設置されるように

働きかけていくと。それから、そうした場につきましては、NUMOと国のほうから、様々な専

門家等の意見が聞けるようなパスをしっかり確保すると。それから、そうしたことに対して、
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その活動の資金面なんかも含めてしっかりと支えていくというようなことが大事だというこ

とで書いているところでございます。 

  それから、その調査に入ってからは、そういうことだということなんですけれども、それ

に入る前も継続的な学習の機会が大事だということで、そういうような記述も入れていると

ころでございます。 

  それから、6ページのほうに移っていただければと思います。先ほど申し上げたとおり、

この処分地選定を円滑に進めていく上で、国が前面に立ってという基本的な考え方を新しく

取り入れようということでございますけれども、同時に、もともとその事業者の発生者責任

に基づいて、この2000年に設立をしましたNUMO、これ自身がしっかりとその機能を果たせる

ような体制でなければ困るということ。それから、それをしっかりと基本的な責任を有する

電気事業者は支えていく責務があるんだということを改めて確認し、それも必要に応じて追

記をしたいというところでございます。幾つかまたがりますので、本当のポイントのところ

だけ説明をさせていただきますけれども、最初の2行ですね。NUMOは、「機構は」というと

ころですけれども、地質に関する調査を行うことに加え、最終処分事業が地域の経済社会に

及ぼす影響について、関係住民の関心を踏まえつつ調査を行うものとすると、この2行だけ

見ますとあっさりとしたように見えるかもしれませんけれども、新しいその機構への業務の

指示ということで御理解いただければと思います。これまでNUMOが明示的に行うことは、地

下環境についての調査を行い、その調査結果ができたらそれを住民に先ほど申し上げたよう

に報告をしましょうということになっていたんですけれども、やはりそれだけでは関係住民

がこの処分事業を、どのようにつき合っていくのかという合意形成がなかなかうまく図られ

ないのではないかという問題意識が背景にございまして、これはNUMO自身もみずからのこれ

までの取組を反省し、そのようなことが大事だということで、ワーキンググループでもプレ

ゼンをしてもらいまして、委員とも審議の上、こうした経済社会影響というものも調査事項

として加えていくと。これによって、どういう調査をしていくのか、その調査によってどう

いうことがわかってきているのか、関係住民はそういうことについて、更にどういう関心が

あるのかというような対話を行う、それによって次のプロセスに進む、進まないというよう

なことが、より円滑に議論できるのではないかというような問題意識でございます。こうし

たことを新しく追加をしていきたいということでございます。 

  後ろにつきましては、NUMOのガバナンスをしっかり確保していきましょうと、それから事

業者が継続的かつ十分なサポートをしていくというようなことが書いているところでござい

－7－ 



ます。説明はお時間の関係で飛ばさせていただきます。 

  7ページでございます。可逆性・回収可能性、選択肢の確保ということでございます。こ

れは先ほど御紹介をしました関係閣僚会議、エネルギー基本計画のほうでも、こうしたこと

を確保していこうということがうたわれておりまして、ワーキンググループの検討も経まし

て、今回御提示をしている文言を追記したいというふうに考えているところでございます。

地層処分についての技術、これは専門家の間では地層処分で進めていく信頼性が確認された

ということで、かつて1999年、2000年にかけてJAEAの前身のほうのレポートがまとまり、原

子力委員会のほうでも評価をいただき、そうした方針に基づいて進めているところでござい

ますけれども、そうした技術的信頼性に対する国民の共有と信頼というものが十分だろうか

と、それから、この先においても超長期にわたる地層処分というコンセプトに対する国民の

関心、一部不安といってもよろしいかもしれません、そうしたものにしっかりと向き合って

答えていくには、こうした政策及び事業の可逆性、それから、それを担保する手段としての

閉鎖までの間の搬出の可能性というものをしっかり確保してやっていくということが、この

政策全体を進めていく上で重要なのではないかということが考え方の背景にあるところでご

ざいます。したがって、そうしたことを明示しておると。 

  それから、地層処分が最も有望だという考え方を踏まえて進めていくわけですけれども、

幅広い選択肢を確保するということで、現世代の責任で地層処分を進めていくんだけれども、

将来世代に選択肢をなるべく残そうという考え方で、様々なその技術開発も進めていこうと

いうことを書いているところでございます。 

  それから、8ページに進んでいただいてよろしいでしょうか。駆け足で恐縮です。時間を

超過していますので、申しわけございませんけれども。評価の仕組みということで、これも

ワーキンググループで累々御議論をいただいてきた中で、やはりこれは今申し上げてきたよ

うな意味での地層処分ないし他の処分方法の技術の面、それから、この先処分地選定プロセ

スが進んでいけばそちらのプロセスそのものに対しても、NUMOなり経済産業省なり、この処

分地選定を円滑に進めたいという一種のインセンティブを持っている組織体とは別の組織が、

しっかりとその技術、それから処分地選定プロセスを適切に進んでいるかということを見て

いくということが大事だということが、他国の例も踏まえまして指摘をされまして、そうし

たことをどのように進めていったらいいかということで議論をしてきたところでございます。 

  この最終処分法、これは2000年に制定されたときから節目、節目では経済産業大臣はこち

らの原子力委員会のほうに意見を聞くということで法律で明記をされてございまして、きょ
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うもまさにそのプロセスに基づきまして御説明をさせていただいているところでございます

けれども、その法律に基づく意見というもの、それをどのような観点からどのようなプロセ

スを経てこちらのほうにしていただくのが、その今申し上げたような問題意識に答えるに一

番よろしいだろうかということを総合資源エネルギー調査会のほうで、ワーキンググループ

のほうで御議論をさせていただき、今御提示のような記述になってございます。定期的にそ

の報告、評価を受け、信頼性を高めるということ。それから、特に5年に1度見直しをすると

いうことになってございます最終処分計画の改定に際しては、それがまさに法律に基づきこ

ちらから意見をいただくことになっている機会でございますけれども、その時点までの技術

開発の状況や地区選定の状況を踏まえて、経済産業大臣のほうに意見をいただくことが適当

であろうということで書いてございます。 

  こちら原子力委員会で、きょう御説明した全体を見ていただくところでございますけれど

も、関連する委員の意見ということを若干、簡単に触れさせていただきたいと思います。こ

うしたことを議論していく中で、原子力委員会、こちらのほうにこういう記述で検討をお願

いするということが適当だというふうにワーキンググループのほうでも議論としてなったん

ですけれども、一つはその専門性の確保ということで、体制について、どのように進めてい

くかということについて御検討をいただくことが適当であろうということにつきましては、

ここは幾つか委員の名前が書いてございます。これはワーキンググループの委員でございま

すけれども、そうした御議論がありまして、先般取りまとめました、このワーキンググルー

プで御議論いただきました最終の2月の先週のところでも、資源エネルギー庁のほうからこ

ちらのほうに、その点についてはお伝えをしてほしいという委員からの意見もいただきまし

たので、改めてその点は触れさせていただきます。 

  それから、ページをめくっていただきまして9ページ、その他というところは、まさにそ

の他なんでございますけれども、最後のところ、貯蔵についての記述がございます。貯蔵は

今、サイクル政策を前提にしてございますので、使用済燃料を直接その地層処分をするとい

う前提ではございませんけれども、しかし、全体の政策の柔軟性を確保するというようなこ

とから考えますと、それから国民の関心にもしっかり答えていくということで考えますと、

ガラス固化体ができるまでの間、どのようにその使用済燃料を安全に管理していくのかとい

うようなことも、この最終処分基本方針に記入したほうがよろしいのではないかという議論

がございまして、この四角囲いの最後の4行、読み上げませんけれども、そうした記述を入

れたいというふうに考えているところでございます。 
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  ちょっと長くなりましたけれども、ポイントとしては以上でございまして、こちらのほう

で御検討いただきまして、法律に基づきまして経済産業大臣のほうに意見をいただければと

いうふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  それでは、質疑を行いたいと思います。 

  阿部委員から、どうぞ。 

（阿部委員）説明ありがとうございました。諮問を受けた趣旨を体して、よく検討して回答し

たいと思いますけれど、その上で一つ、基本的に今回の取りまとめでいろいろ随所で国民と

の対話、理解を求める云々ということがいろいろ出ていますが、これは非常に結構なことだ

と思うのですが、まさにこれは原子力基本法にも書いてあるとおり原子力の利用は民主的に

進めるんだという趣旨にも沿うことなので結構なことだと思いますが、問題は、それが単な

るかけ声に終わらず本当に行われるということが私は大事だと思うので、その趣旨を体して

考えていきたいと思います。 

  特に一つは大事なことは、この最終処分に関する法律は2000年にできた、もう早い話が15

年前にできたわけで、こういう息の長い法律、事業で国民の理解というと、実は今や20代、

30代の人は恐らくその法律ができたときはそのことは知らなかったし、最終処分というのは

何だということになるわけなので、そういう人も含めて理解をしてもらうということで、常

にこの、そんなことはもう決まったことで知っているはずだ、知っているだろうと言わずに、

親切に対応することが必要だと思うので、大事だと思います。 

  そういう観点で少し、二、三、検討に入る前に基本的なことを質問させていただきたいの

ですが、一つは最初に、今回のこの見直しは福島の事故後のいろんな情勢を踏まえてと言う

ことをおっしゃいましたよね。ある意味では福島事故の後、原発の稼働もどんどん減ってい

るし、原子力等をどんどん利用するというこの図も見えなくなった。つまり、事故前の、原

子力をふやして環境をやさしくという話じゃなくなったので、そういう意味においては、あ

る意味では使用済燃料がふえるというスピードはあの結果落ちるだろうということになった

ので、そういう意味においては逆にプレッシャーは下がりつつあるんですね。 

  ということが言えるかもしれませんが、じゃあ、なぜ福島を踏まえてもう一回検討してい

るのかと。一つは、私の推察は、恐らく福島事故の後、非常に原子力について関心が高まっ

て、最終処分もできない、見通しが立たないような原子力利用はやめるべきだという議論が
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随分出てきたので、その意味においてもこの問題にもう一度取り組む必要があるということ

なのかもしれませんが、もう一つは実際問題として、依然として最終処分地が見つからない

という状況において、なぜ見つからないのか、方法を改めなきゃいかんのじゃないかという

ことで見直しをされたのかもしれませんが、これは実際どういう主たる理由で見直しをされ

たのでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。まず、国民との対話がしっかりかけ声に終わらずという

こと、全くおっしゃるとおりだと思いますので、その点はしっかり具体的なアクションで示

していく必要があるなと思ってございますけれども。 

  御質問でございますけれども、特に総合資源エネルギー調査会での審議等を始めた背景、

経緯ということを御質問いただきましたけれども、まさにこれはエネルギー政策全体を見直

す中で、やはりこれはどういう課題があるだろうかということを資源エネルギー庁全体で、

原子力に限りませんけれども、全体の洗い出しをしていく中で大きな課題としてこの廃棄物

対策というのがあるということで、そこが出発点でございます。特に最終処分につきまして

は、方針そのものは2000年から変更がないわけでございますけれども、これがきちんと進ん

でいない、悪く言えば全く進んでいないという状況については、これを放置してはいかんだ

ろうということが反省の最初のポイントでございます。 

  これは、例えば原子力利用のペースの話、若しくは稼働の話、今御質問いただきましたけ

れども、必ずしもそこにリンクをしたものではございませんで、全体を反省をしたときに、

やはりこれはもう使用済燃料は大量にあるんだと、それから一部その返還をされてきている

ガラス固化体ももう既にあるところでございます。政策に基づけば大量の使用済燃料、それ

をガラス固化体にしてということでございますけれども、これはもう今後のエネルギー政策

で原子力をどのようにしていくかということにかかわらず、既にこれまでのエネルギー利用

のある意味での恩恵の一種の対価として大量にあるんだという現実が、まず直視すべきもの

としてあるだろうということから、議論としてはスタートしてございまして、したがいまし

て、既に発生したものの対応、それから、この恩恵にあずかってきた現世代としての責任と

いうようなことを大きな考え方の一つの柱として位置づけたいと、若しくは位置づける必要

があると。そういうようなところからスタートをしないと、御指摘もいただきました、その

国民との対話というようなこともきちんと進んでいかないかなというようなところで、今の

ような改定案になっているところでございます。 

（阿部委員）次に、最終処分は深層地下に埋設するというのが、たしか基本であるとおっしゃ
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いましたね。ということは、基本であるということは、ほかもあるという、言葉尻を捕まえ

るようであれですけれどね。ということで、その意味もあって可逆性・回収可能性を確保す

るということなのかなという感じがしますが、翻って考えてみると、可逆性というのは何の

ためにそれが必要なのか、回収可能性というのは何のために必要なのか。単純に言えば、考

え方、方針が変わった場合のためにということかもしれません。もう一つは、一部の人が心

配しているように、地質の構造が大幅に変わって危険が迫ってきたと、よって取り出してど

こかに別途に移す必要があるんだと。これはその、可逆性・回収可能性というのは何となく

そうかなと思うんだけれども、実際はどういう理屈で基本的な考えで、この2つの概念は出

てきたのでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。私の説明の中で、地層処分を基本としてというふうに申

し上げたとしたら、そこは訂正が必要だと思いますので、そうさせていただきたいんですけ

れども、地層処分することとしているというのが政府の方針でございまして、かつ、この法

律そのものも地層処分をするという目的の法律でございますので、そこに変更はございませ

ん。 

  他方で、今の御質問に関連するところでございますけれども、この地層処分は非常に超長

期にわたる事業であるということで、処分地選定から最後の閉鎖まで考えますと、一口ざっ

と100年という言い方がありますけれども、それぐらいの長期間にわたるものを見越してい

ると。それから、その後も、これは人間管理を離れますけれども、しかし地下に長い間、そ

の後長い間委ねるという考え方に基づきますものですから、この地層処分についての科学者、

専門家の間での知見というものと、一般国民のそれに対するパーセプションというものは必

ずしも一致しないところがあるというのが一つの背景でございます。 

  この可逆性のところは、7ページ目になりますけれども、最終処分事業は極めて長期にわ

たる事業であることを踏まえ、今後の技術その他の変化の可能性に柔軟かつ適切に対応する

観点からというふうに書いてございます。ここが今申し上げたところでございまして、非常

に長いと、技術変化など、将来予測というものは必ずしも100％今から確定的に見通せるわ

けではないというところを認識の出発点としているところでございます。 

  御指摘のありました、例えばどこかのサイトを選定した上で、しかし技術的、安全面から

そこが不適切であるというようなことが発覚した場合の対応というものは、これはもともと

最終処分法上も処分地選定プロセスの中でそういうものをはじくということは織り込まれて

おり、今後進んでいけば、原子力委規制委員会のほうで規制基準ができまして、そこではじ
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かれるということ、これはもう既に段階的なプロセスの中で織り込まれているものでござい

ます。そういう意味での可逆性というものは担保されていますし、事業者としてのその品質

保証としての回収可能性というのも当然持っていなくてはいけないということ。これはもと

もとの思想として織り込まれていたと言って差し支えないと思います。 

  今回新しく、改めて可逆性・回収可能性というふうに申し上げるのは、繰り返しで恐縮で

すけれども、将来の技術変化等に対応するということ、将来世代にその処分方法の選択肢を

残すという観点から、可逆性という基本理念、それを技術的な意味で担保する回収可能性と

いうものを明記したいと、こういうことでございます。 

（阿部委員）そこで、今回このまとめたワーキンググループは、基本的にこの高レベル廃棄物

の最終処分をどうするかというプロセス、枠組みを検討した委員会で、私が聞くところによ

ると、その地層処分が技術的にどうなのかというところの検討はまた別のワーキンググルー

プか小委員会か何かがあってなさると。ただし、これはそうすると、この文脈から考えると、

地層処分が技術的、科学的にどうなのかという、そこのところを勉強するという恐らく委員

会であって、その将来あり得るオプションを考える技術的な委員会じゃないんでしょうね、

これは。 

（小林室長）御指摘のとおり、総合資源エネルギー調査会の下にはもう一つのワーキンググル

ープ、地層処分技術ワーキンググループというのをほぼ同時期に並行して回しておりました。

そちらのほうでは何を議論してきたかといいますと、地層処分の技術的信頼性について改め

て確認を使用ということ、それから、東日本大震災である意味、日本のその地下環境につい

て幾つかの、どういう言い方がよろしいでしょうか……幾つかの課題も指摘された中で、改

めて日本の中でこの地層処分技術というのが、地層処分というものが成り立つのかどうかと。

それから、そうしたような適した地質環境というものが日本の中に存在すると言えるだろう

か、どうだろうかという検討をしていまして、その両方ともイエスということでの中間取り

まとめを、昨年の5月にそちらの技術ワーキングのほうでは得たということでございます。

それは、お答えになっているかどうか。 

  その話も踏まえまして今回、地層処分を前提とし、しかし、その技術的信頼性は引き続き

高めていきましょうということは、この基本方針の中にも反映をしているところでございま

す。 

（阿部委員）最後に、国が前面に出ると、取り組むと、こういうことで、最近よく聞く表現で、

ほかの問題でも国が前面に立つとよく聞きますけれども、よく聞いてみると、もちろん国が
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前面に立って関与するんですけれども、資金的、経済的負担は事業者がやるんだと、これが

基本だというふうに、恐らくこれもそうでしょうね。これはポリューター・ペイズ・プリン

シプルから言っても当然ながらその廃棄物、汚染物をつくった人が負担するということで、

国が前面についてやるけれども、いろんなかかった事業の経費は事業者に最終的に回すと、

こういうことなんでしょうね。 

  そこで、ここにNUMOをどうするかといろいろ出てきますけれども、もう一つたしか組織が

ありましたね。事業者から資金を集めて、それを管理してNUMOに提供する何とか機構という

のが、たしかありましたね。あれは、この場合には事業者側と位置づけるんですか。それと

も、むしろ任務を負う側に関連するんでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。発生者責任、この最終処分法を制定したときのそこの考

え方については、今回変更しているものではございません。政策を推進していく立場から、

そうしたことの必要性であるとか重要性であるとかいうことを国民に御理解いただく、それ

から自治体に御理解をいただく、それからNUMOが進めていく上でそれが円滑に進むように制

度をつくる、それから、そのための例えば適地の提示であるというようなことをやっていく

というようなこと、そうしたことを国が積極的に役割を果たそうということでございます。 

  御質問にいただきました、いわゆる原子力環境資金管理センター、原管センターと言って

いるところでございますけれども、こちらは事業者側ということでもなく、国側ということ

でもないかと。何が言いたいかと申しますと、これは法律に基づきまして事業者から出して

いる拠出金が長期にわたってしっかり管理されるようにということで、経済産業大臣が指定

をしました法人でございます。民間法人でございますけれども、その資金を適切に管理をす

るということの性格は今回一切変更してございませんで、事業全体でその四捨五入しますと

ざっと3兆円の事業だということで、これは長期にわたりしっかり確保するという機能は

NUMOとは別のところにしっかり持たせようという、この法の精神は変更ございません。 

（阿部委員）あれはたしか法律に基づいて、発電事業者が一定の方式で計算してお金を出して、

この資金管理センターに出して、それから今度はNUMOにお金を出すというふうにやっていま

すね。もし私が悪い電力会社の社長だったら、ずっとこの長年延々と経費がかかってかなわ

んと、最近少し議論が出ていますけれども原発は別会社にしようじゃないかと、何とか電力

原発という会社をつくって、これは違う会社でございますと。今NUMOでやっている事業もひ

ょっとすると将来、集めたお金よりももっとコストがかかるかもしれませんよね。そのとき

に集めたと言ったときに、いやいや別会社でございまして、もう資金がありませんと。その
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辺はちゃんと逃がさないような仕組みは、この今、法律的にはもうできているんでしょうか。 

（小林室長）この法律では、拠出金の事業者に求める拠出の単価というものは、経済産業大臣

のほうで定めるということになってございまして、もちろん、それがどういう考え方に基づ

いてということについてはNUMOにもしっかり考えてもらうということですけれども、彼らが

その処分費用ないし、その単価を設定する主体ではございません。国のほうでチェックをし

て見ていくという設計になってございますので、そこの適切性の問題だということだと理解

しますけれども、法律上はそこは、そういう意味で担保されていると御理解いただければと

思います。 

（阿部委員）ありがとうございました。 

（岡委員長）中西先生、いかがでしょうか。 

（中西委員）どうも御説明ありがとうございました。私もこの廃棄物問題は非常に大切なこと

だと思います。最重要課題の一つとご説明されていたのですが、とても大切だとわかってい

ながら今まで実行に至らなかった原因というのは、どういう点にあるのでしょうか。これか

ら国が前面に出るということですが、今まで進まなかったことについてはどうお考えなので

しょうか。 

（小林室長）ずっとその関係者がこれを放置してきたというわけではないわけなんですけれど

も、結果として進んでこなかったという現実はしっかりと踏まえて、反省をしなきゃいけな

いなというふうに思っております。 

  もともと、この2000年にこの枠組みをつくったときから、しばらくその地区選定というの

をどういうふうに進めてきたかと言いますと、先ほどもちょっと御紹介をしましたが、NUMO

による公募ということで進んでございました。2002年に公募を開始しまして、そこからしば

らくは公募ということで来ているということなんですけれども、当初は関心を持ってくれる

自治体というのがいなかったわけではないんでございます。これは国際的にもそうした公募

というのは何か珍しいことではなくて、むしろ一般的だったと言ってよろしいかと思います。

廃棄物を一度管理をして、それから処分をしていくという超長期の事業、それから、これは

国家プロジェクトと言ってよろしいかと思いますけれども、そうしたものを持ってくること

による経済効果といったようなものは非常に大きいものですから、そうしたことは処分地選

定がうまく進んでいる国でも、そうしたことを地域の方が主体的に考え、それがあったほう

がいいだろうということで、国によっては誘致合戦のような形になり、決まっていたという

こともありますので、必ずしも公募という方式が国際的に見て特異だったかと、若しくはそ
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れ自身が不適切だったかというと、一概にそうとは言えないんだろうと思います。 

  ただ、過去をひもときますと、公募を開始してから幾つかの自治体では関心を持っていた

だいたりした経緯はあるものの、実際の応募に至ったものは、高知県の東洋町、2006年の事

案でこれで応募があったわけですけれども、その後、町を割るような議論に発展をし、応募

をした現職の町長さんが選挙で敗れるというような事態がありまして、それが非常に日本国

全体に対して一種の冷え込み効果みたいなのがあったかなというふうに思います。やはり

軽々と応募をすると、なかなか難しい局面に立つのかなというようなことになったのかなと

思ってございます。 

  その後、国の申し入れというようなことをエネ庁のほうでも議論した経緯はあるんでござ

いますけれども、それ自身、どのように進めていくかということと、東洋町の事案からまだ

時間がそれほどたたない中で、どうしようかというタイミングで、今度は2011年の震災とい

うこともあり、なかなかその成果が出てこなかったということが、過去を振り返りますとあ

ると思います。 

（中西委員）ありがとうございます。 

  それから、経済産業大臣から原子力委員会殿と書かれた資料ですが、今、そのポイントを

御説明いただき少しわからないことがあります。 

  2枚目の第2の地区選定に関する事項ですが、まず、NUMOが概要調査地区を決めて、そこか

ら精密調査地区を決めて、最終処分建設候補地を決めるという、3段階になっているという

ことが書かれています。そしてその裏、2枚目の後ろの「なお」からのところですが、主体

はNUMOであるが国はと書いてありまして、「国は」、の2行下に「機構が行う概要調査地区

等の選定の円滑な実現に向け」と選定の最初の1段階目にあたることが書かれています。そ

してその2行下には「科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）」とあり、

また別の「有望地」という言葉が出てきます。そして「を示すこと」、この、「示す」とい

うことについては、「示すこと等を通じて国民の理解を得る」とあります。これらを総合し

ますと、結局、最終地の選定はNUMが行うと理解してもよいのでしょうか。その科学的有望

地をまず国が示して、そこから絞っていく…ということでしょうか。あまりよく理解できな

かったのですが、国が科学的有望地を決めるとしましたら、その基準については何かはっき

りしたものがあるのでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。これはきょうの説明資料に十分でなくて恐縮なんですけ

れども、このNUMOがまず文献調査を行い、概要調査地区を選定をしまして、概要調査を行っ
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て精密調査地区を選定しまして、精密調査を行った結果、最終処分地を選定すると。これは

全部法律で書かれてございまして、NUMOが選定主体でございます。その選定をした結果を経

済産業大臣が承認をするというですね。それは処分計画に盛り込みまして閣議決定を経てい

るというプロセス、それ自身は法定でございまして、今回の基本方針改定でそこを変更する

ものではございません。 

  それから、この科学的有望地、地域の適性ということにつきましては、その文献調査に入

る前の段階で、概要調査地区選定を円滑にしていくための最初の一歩としまして、全国の一

種のスクリーニング調査みたいなものを行って、それを示していくと。それを示すことによ

って、日本全国広しといえども地域によって適性が高いところ、それから相対的には低いと

ころというようなものがあるということをお示しすることによって全国民、それからそれぞ

れの地域での理解を進めていこうということでございまして、このスクリーニング調査の結

果の御提示みたいなものは、国がしていこうということを今回新しく決めたということでご

ざいます。これはNUMOがやるということもオプションとしてはあったかと思います。ほかの

国で、北欧などでは実施主体がやっている例のほうが多いかというふうに思うんですけれど

も、国民の受けとめ方、それから関係自治体の受けとめ方というようなことを考えますと、

国が提示をするということが適切なのではないかと、そういう議論でございました。 

（中西委員）ありがとうございます。それからもう一つは、この3枚目の裏側なのですが、第4

のところから始まって、3枚目の裏側の2番目の、「国は」というパラグラフなのですが、こ

こに初めて「原子力規制委員会」の話が出てきます。御説明にはほとんど出てこなかったの

ですが、原子力規制委員会は厳正にその規制を整備すると書いてあり、また次の文章にも、

原子力規制委員会は安全確保上考慮されることを順次示すことが適当であると書いてありま

すが、その次の文章では、また「国は」とあります。原子力規制委員会というのは国の一部

だと思うのですが、その、原子力規制委員会はこうだということに対して、「国は」と書く

と、「国」はと何を指すのかよくわからないのですが、ここを教えていただけますか。 

（小林室長）これは、この基本方針そのものが2000年にこの法律ができたときに定めたもので

ございまして、その閣議決定のときから、基本的には「国」は、関係行政機関を総体として

指しまして「国」という表現を使ってきているところでございます。したがって、「国は」

と書いてあるときには、そうした行政でいきますと、それぞれの担当大臣をヘッドとする関

係行政機関が含まれると御理解いただければと思うんですけれども、この中で、特にその中

でも一つの行政機関が関与する場合には、そこを明示するという形で整理をしてございます。 
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  したがいまして、今のパラグラフでいきますと「国は」というところは、その機構に対す

る法律を行政による監督と規制を行う主体は幾つかございまして、まずNUMOの監督者として

の経済産業大臣というものがございますし、それから規制ということでいいますと、まさに

原子力規制委員会なんかが含まれてくるということでございます。 

  そこから後ろ、御指摘いただきましたところは、今これ並行しまして、まさに原子力規制

委員会に意見を求めているところでございまして、向こうの検討の結果どのような意見が返

ってくるかはこの先の話でございますけれども、規制当局の関与というものが、規制当局と

いいますのは日本の行政組織の中で原子力規制委員会のみ、一個でございますけれども、そ

こが順次関与していただくことが適当であるという考え方から、経済産業大臣名では向こう

にこういうようなことでお諮りをしているということでございます。これは一機関だけでご

ざいますので、この2文については原子力規制委員会を主語としているところでございます。 

  その最後の「国は」というところには、原子力規制委員会以外にも、例えばその経済産業

省であったり、若しくは研究開発を進めていきます文部科学省であったりといったようなと

ころも含まれますものですから、「国は」という主語になってございます。ちょっとわかり

にくければ恐縮でございますけれども、以上でございます。 

（中西委員）わかりました。それからあと、4枚目の第7の前のパラグラフのところの、更にも

う一つ上ですが、「丁寧な対話を重ねていくものとする」と書かれています。この意味はわ

かるのですが、とても曖昧な表現だと思います。特にここで、「丁寧な対話を重ねていく」

と書くことです。ほかも全部丁寧だと思うのですがどうもここでの書き方に違和感を受けま

す。それと先ほどのその御説明のポイント、3ページ目の理解醸成のところに、「敬意や感

謝の念を持つとともに」という、また少し曖昧な表現があります。この書き方をうがって考

えてみますと、敬意や感謝の念を持つことをどう表すのかと想像しますと、例えば特別な援

助があるのではないかなどと思ってしまう人もいるかもしれません。フィンランドとかスウ

ェーデンでは経済的なインセンティブなしに決めたと伺っていますので、ここの言葉に違和

感を感じました。丁寧な書き方にしたことは理解できるのですが、あえて一般的な感覚から

しますと、曖昧な言葉にしたことが気になりました。 

  ついでにまた言葉の書きかたかと思いますが、こちらの資料では最初の1枚目の裏側の下

から5行目から「また」とあり、「最終処分の技術的信頼性に関する専門的な評価が国民に

十分には共有されていない状況」と書かれています。そうしますと、信頼性は専門家の間で

は既に共有されているのかという疑問が出てきます。 
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  それから、2枚目の最初の第1に、第一種、第二種、2つに分けてこういうふうにしていく

と書かれています。そして「機構は」という第3パラグラフ目に、貯蔵期間を終了した云々

と書いてありますが、ここに急に「適切な時期」と書かれており、上の方では30から50年と

書かれているので、「適切な時期」とは科学的にどのくらいの期間を指すのかがよく判りま

せん。これらの説明はもう少し書かれてもいいのかなと思いました。 

  以上でございます。 

（小林室長）ありがとうございます。幾つか御指摘をいただきましたので、ちょっと順番が前

後してしまうかもしれませんけれども。 

  最終処分の技術的信頼性については、専門的な評価と国民のその共有というところですけ

れども、この最終処分法をつくる段からいきなりできたわけでは当然ございませんで、先ほ

ど御紹介をしたような、1999年、2000年といったころまでの間に、90年代を通じてインテン

シブな議論が行われ、専門家の評価もされ、こちらの前・原子力委員会、設置法を変える前

の原子力委員会でもその評価が行われて、その結果として最終処分法を2000年に成立させた

ということは、十分その議論が尽くされた上での技術的信頼性に対する専門的な評価だとい

うことだと思ってございます。その上でも、引き続き関係機関が技術開発等を進めてきたと

いうことでございまして、地層処分の技術的信頼性そのものが揺らいでいるということでは

なくて、そこについては専門的な評価が一定程度確立しているんだと理解をしてございます。

ただ、それが十分に一般国民として共有されているのかというところは、大きな課題ではあ

ろうということが認識の一つでございます。 

  それから、適切な時期までにというところにつきましては、これは御案内のとおり最終処

分計画というものが別途閣議決定をする、それからこちらのほうに、またそれを改定すると

きには意見を求めるということになってございまして、その中でその時期というものが政府

方針として確定をしていくということでございまして、この基本方針はその計画の上位概念

にあるものですから、ここについてはこの方針の中では明記をするものではないという設計

になってございますことを、念のため御説明をさせていただきます。 

  それから、丁寧な対話というところで、曖昧といいますか、表現そのものが曖昧だという

よりは、この副詞がどの程度のものか、その定量的でないという意味でそうおっしゃられて

いるんだと理解をしてございますけれども、これは関係閣僚会議のほうで、やはりこれを今

までこの基本方針全体を通じてでありますけれども、自治体というものの登場がほとんどな

かったということでございます。これはワーキングのほうでも指摘を受けてございますけれ
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ども、やはり関係住民、地域住民の方の御理解をいただくためにも、自治体の存在というの

が非常に大きいと。そこと、特定の自治体ではなく広く全国の自治体と情報共有、それから

対話をしていくということが大事だということが、関係閣僚会議でも、またワーキングでも

議論されたんですけれども、これが非常に重要だということを、したがって国は対等な立場

でしっかり対話をしていかなければいけないと、そういうようなことで、この「丁寧な」と

いう言葉が政治的にも適当であろうというような議論がされたということで御理解をいただ

ければというふうに思います。 

  ちょっとすみません、漏れがあるかもしれません、申しわけありません。以上でございま

す。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  私も少し。主に国民の理解の関係なんですけれど、今後、計画のお話もあるということで、

きょうは基本方針ですから、地層処分の安全性に関する考え方とかそういうのが余り出てこ

ないのは、その先で議論されるからと、そういう理解をしてよろしいんでしょうか。地層処

分の安全性というのは、地層処分の技術的な安全性ですけれど、そのあたりはその先で議論

されると考えてよいでしょうか。何でかというと、技術的な安全性の基本的な論理が国民に

共有される準備を今からしていかないといけないという感じがするんですけれど。あるいは、

既にもう2000年のレポートにあって、もうそこは既知であるからということで、そういうこ

とになっているのか。そのあたり、いかがでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。この事業を進めていく上で、安全性、地層処分の安全性、

技術的信頼性というものが十分タカクトシテは進んでいかないと、御指摘そのとおりだと思

います。2000年のレポートなり原子力委員会での評価というもので終わりだとは全く思って

ございませんで、もう既にそれから15年も経過してございますので、そこからのその科学の

知見、それから技術開発、研究開発の成果というものをしっかり取り込んで、改めて評価を

していくということを大事だと思ってございますし、それは専門家のみならず多くの国民の

方に共有し、理解していただくということが大事だというふうに思ってございます。 

  そういう意味で、きょうの御説明の中で必ずしもハイライトしなかったかもしれませんけ

れども、そうした技術的信頼性をしっかり高めていくということが大事ということは、この

ワーキンググループないし関係閣僚会議等でも議論をされまして、この基本方針の中にもそ

のように書いてあるところでございます。 

  今後の具体的な取組としては、例えば文科省さんやJAEAと一緒にやっております研究成果
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などをしっかりと取りまとめ、まずは自己評価ということが必要になると思いますけれども、

取りまとめること。それから、それを適切に発信といいますか、情報開示して理解を得てい

くということが必要だろうと思っております。 

  それから、実施主体でありますNUMOが、その処分事業の必要な技術というものを得て蓄積

していくということが大事なわけですけれども、NUMOとしても来年度中にはこれまで、その

段階までの知見というものを取りまとめて、いろんな形でのレビューを受けようという思い

もあります。そうしたようなことを、専門家及び多くの国民にそれぞれしっかりと御理解い

ただけるような形でやっていきたいなというふうには、我々としても考えているところでご

ざいます。 

（岡委員長）ありがとうございます。 

  もう一つ、似た質問なんですけれど、国民理解の関係なのですが、この地層処分は諸外国

でもいろんな検討が行われていて、米国の科学アカデミー、それから国際機関もいろんな検

討が行われていて、技術的な検討もあるし、それから地層処分というのは非常に超長期、社

会の歴史を超えたような超長期ということで、そういう面からの社会的な倫理的な検討もい

ろいろなされていると思うんですけれども。国民の理解の観点ではそういう情報もきちんと

参考にするのがいいのではと思いますけれども、この基本的考え方、をつくる中で余りその

国際的なところの従来の検討が余り陽にに見えてこないのは、やはりそれはもう既に前提と

してあって理解されていると、そういう感じなのでしょうか。 

（小林室長）ありがとうございます。国際的な動向ないし知見といいますか、議論の動向も含

めまして、それが国民理解にとって非常に大事だというのは御指摘のとおりだと思います。

若しくは、それが国民の関心事項だというふうにも言えるかもしれません。 

  私の説明がそういう意味では不十分だったかと思って反省をいたしますけれども、このワ

ーキンググループの中では、例えばそのOECDの場でどういう国際的な議論が行われてきてい

るのか。それから、その北欧、西欧を中心とする原子力利用国で、この問題がどのような議

論が行われてきているのかということ。そうしたファクツを御紹介させていただいて、その

上で議論を進めてきたところでございます。 

  御指摘のとおり、それが例えばきょうの説明ないしこの基本方針の中で必ずしも見えない

ということであれば、それは今後いろんな意味での国民との対話をしていく中できちんと整

備しなきゃいけないかな、課題かなというふうに理解をしたところでございます。 

  それから、例えば倫理的な側面もという御指摘も、おっしゃるようにこの長期にわたると
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いうことで、その国際的な議論の中でも議論されてきたところ、また御指摘のとおりでござ

います。そうしたこともワーキンググループなどでは議論をしてきて、したがって、阿部委

員からも御指摘いただいた、例えば可逆性・回収可能性といったような議論にもつながって

いるところでございます。それから、先ほど説明を飛ばさせていただきましたけれども、社

会的側面に関する研究が更に必要だというようなくだりも今回追記したいと思っているとこ

ろなんでございますけれども、そうしたことも今の御指摘のようなところから出てきたもの

でございます。そういう意味では、理学、工学の知見だけではなくて、それ以外の分野の知

見も動員しながら全体としての理解を得ていくということ、御指摘ごもっともだというふう

に考えております。 

（岡委員長）ありがとうございます。ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれません。……過

去にいっぱいレポートが出ておりまして、例えば米国の科学アカデミーのピグフォード先生

のレポートは地層処分の基本的考え方を整理をしたレポートです。あるいは社会的なことで

すと、OECDのCoadyレポートとかがございます。社会的・倫理的なところは超長期にかかわ

るところが非常に大きいですから。これは日本特有ではなくて、世界中どの社会でもやっぱ

り同じ共通のテーマ、共通の考察になっていると思いまして、そういうものがやはり国民が

海外で検討された結果もよく見られるようにしておくと、非常に理解という面ではいいかな

と思っていて 

質問させていただきました。現状の動向ということだけではなくてですね。そういう意味での

御質問をさせていただきました。 

  先生方、ほか、ございますでしょうか。 

（阿部委員）今、委員長が提起した点ですけれど、ちょうどこの去年出された別のワーキング

グループの取りまとめをざっと見て、この12、13ページにこのことが書いてありますね。12

ページの下には、ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス、アメリカですが、最後の3

行は、数世紀後には、より進んだ再処理、群分離及び核変換技術、そして深海底などの処分

オプションが望ましいものとなるかもしれないと、進歩の恩恵を得て実現する様々なオプシ

ョンを可能な限り開かれたものとしておくべきだと、これはまさに先ほどの可逆性・回収可

能性の柔軟性を確保するというところに通ずるファインディングですよね。 

  この次のページのいろんな最終処分の方式についての国際的な議論という評価というとこ

ろが非常におもしろいんですが、アメリカでは最近、超深孔処分と、ずっともっと深いとこ

ろに穴を掘って埋めるのはどうかと。ちょうど石油掘削でボーリングするみたいなですね。
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そっちのほうがもっと更に深いのでいいんじゃないかということを推薦する人もいますけれ

ども、ここにそれが書いてありますけれどね。まだ技術的、あるいは安全性その他の点がま

だ確認されていないというようなことを書いてありますね。 

  もう一つは、恐らくこれからまた一般になって議論すると、これはなぜ地面の下に捨てる

んだと、海に捨てたらいいじゃないかという議論が出てくるかもしれません。ここに幾つか

出ていますね。深海底の投棄、それから海洋の底に、むしろ掘ってそこに埋めたらどうかと

か、あるいは地層が大陸棚で潜り込むところにやれば、まさにどんどん深く入っていくから

いいんじゃないかと、これ全部ここに出ていますが、必ずしも否定的じゃないコメントもい

ろいろありますね。ただ、一番最後にそれがだめだというのは、全部ロンドン条約で禁止さ

れているからというんですけれども、ただ、条約というのはある意味では人間がつくるもの

なので、もし本当に科学的によければ条約は変えればいいわけですね。ただ、そこは条約が

禁止しているからというのは、ある意味ではディフェンスとしては薄いディフェンスに過ぎ

ないんですね。という、ここをざっとこう見た感じですけれども。まさにこういったオプシ

ョンを残すためにも柔軟性が確保する必要があるんだと、それが非常に長いタームの話であ

ると。 

  それからもう一つは、この記述の中で、その次のページの14ページですよね。これは国が

今定めているところの深層地層処分ということを前提にした議論なので、この14ページの一

番最後のところに核種分離変換、これはかなり否定的なことが書いてありますね。なかなか

それがうまくいかないんだということで。これはしかし、もう一つ別の文脈で我々が今考え

ている、このもんじゅをどうするかということで、実はこのもんじゅが続ける必要があるん

だという議論の根拠の一つは、この核種変換、それから減容化ができるからなんだというふ

うな、逆にここの資料は、それはなかなか難しいし見通しが立たないと書いてあって、立場

の違いかもしれませんがね、これはちょっと私はもう少し勉強してみる必要があると感じま

した。 

  参考までに。 

（小林室長）最後の点だけ、国際条約等々については、御指摘、参考にさせていただきますけ

れども、つまり国民へのコミュニケーションなんかの際に参考にさせていただきたいと思い

ます。 

  核種変換のところは、減容化、低有害化に資するということについて、ここで否定してい

るわけではございませんで、しかし、技術的な確立についてめどが立っていないということ。
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これはこの研究開発を進めている主体も、若しくは研究者も、そこは共有するところなんだ

と思ってございます。したがって、国としてこのような研究開発を進めていくということは

大事だと思いますけれども、同時にそれが地層処分を不要にするというわけではないんだと、

最終処分の負担を軽減することには資するということだと思いますけれども、不要にするよ

うなものではない、少なくとも現時点の科学としてはですね、ということについては現時点

の政府の、これは他省庁も含めた認識だと思いますし、全体としてこの基本方針の中でもそ

のような位置づけで書いているところでございます。したがって、地層処分かこれかという

選択の問題ではないんだということはこの場で念のため申し上げつつ、そういうようなこと

も世の中に対しては今後しっかりと説明していく必要があるんだろうなと思ったところでご

ざいます。 

（阿部委員）まあ、これはむしろ私どものためですけれども、ここの最後のほうの記述に、核

種分離変換について、技術的な実現可能性が立証されておらず、実現しても長寿命核種を簡

単に除去できない、高レベル放射性廃棄物の減容化のためだけに利用することはコスト面で

も資源面でも効果的ではないと。これは非常に、これから私ども、もんじゅのことを考える

ときに重要な、重いステートメントですね、これは。 

  以上です。 

（岡委員長）ちょっと私の先ほどのコメントに関して、この報告書の引用されているレポート

が比較的新しいんですね。全米科学アカデミーのピグフォード先生がまとめられた報告書は

これ80年代で、地層処分の基本的考え方、安全の基本的考え方を書いてあると思っておりま

す。それは一つは溶解度制限、なかなか水に溶けにくいということ。それから、あとは地下

の水の移動が非常にゆっくりであるということ。万一、亀裂なんかを通って地表に出てきて

も、地表には雨が降るので非常にたくさんの水があるから希釈されるんだというようなこと。

これら基本的な地層処分の論理、今もこの基本的考え方は生きているんだと私は理解をして

いるんですけれど、そういう、もとのレポートですね。それから社会的なところも、OECDの

Coadyレポートはたしか80年代だと思います。そのあとのはそれを受けて書いておられると

思います。地層処分は長年欧米でも検討しておりますので、国民の理解を図るという意味で

は、そういう整理された論理をわかるような形で提示していただけるとわかりやすいのでは

ないかと。 

  個別のレポートが何書いたかとかいうことではなくて、やっぱり地層処分の安全の論理、

それから超長期であることに伴う社会的な検討。回収可能性とかはその中で出てきたりする
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のだと思いますけれど、そのあたりがやっぱりもうちょっとわかりやすい形で整理されると

よいんではないでしょうか。技術的なの専門家の方は細かいところが気になるんだと思うん

ですけれども、そうじゃない一般の方から見ていただいて、どういうふうに見えるかという

ようなところも重要ではないでしょうか。私も、廃棄物については新しく勉強しているとこ

ろもございまして、今のような感じで、根本に戻って理解をすること、それは社会科学も自

然科学も同じではないでしょうか。よく検討された結果をもとに考えるんだというところは

基本だと思いますので。 

  基本方針ですから、これからいろんな作業をされると思うんですけれど、先ほどのコメン

トに関して、私のコメントとしてうちょっと昔の、1980年代の検討結果も参考文献に挙げて

おくとよいではということを申し上げておきます。 

（小林室長）御指摘ごもっともだと思いますので、そういうようなものがきちんと整理できる

ように努めていきたいと思います。ありがとうございました。 

（岡委員長）先生方、ございますでしょうか。 

  どうぞ。 

（中西委員）最後に阿部委員もおっしゃいましたように、非常にフレキシブルに考えていると

いうことをお伺いして非常に安心しました。廃棄物という名称でなくて、例えば資源、再資

源、再利用できる資源というような名称になると、捉え方違ってくると思います。要らなく

なったものだから、とにかく埋めていまおうというのは、科学的な検討プロセスが余りされ

ていないようにも受け取られます。検討した結果だとは思っているのですが、また再資源と

して利用できることをもっと検討してもいいのではないかとも思われます。それから、温度

が低いとは言われているのですが、ローカルな利用は考えられるのではないかと思います。

例え温度が低くても発熱するのでしたらその熱を使う発電とか、ほかに廃棄物が役立つ見方

を考えるようなことも余地として将来に残しておいていただけると、捉え方異なってくるの

ではないかなと思いましたので、よろしくお願いします。 

（小林室長）はい。特に使用済燃料につきましては、有用物質がたくさん含まれるということ

で、サイクル政策をしたほうがいいのではないかということで、これまで進めてきたところ

ございますけれども、特にメディアで、例えば核のごみというようなことで取り上げられま

すと、一般的にはそういうものは、一種のレッテル張りだと思いますけれども、受け入れが

たいという認識、それが先に進んでしまうというようなことですね。そうしたようなところ

から、きちんとした健全な議論ができるような環境というものを、もうこれは国だけでつく
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れるものではございませんので、いろんな方の御協力を得ながら、理解と協力を得ながらや

っていくということが大事だとは思ってございます。ありがとうございます。 

（岡委員長）先生方から、何かございますでしょうか。 

  それでは、どうもありがとうございました。 

（小林室長）ありがとうございました。 

（岡委員長）それでは、本件につきましては、委員会で議論を行った上で、次回以降、答申を

行います。 

  それでは、議題2について、事務局から、よろしくお願いします。 

（室谷参事官）議題2でございます。第16回アジア原子力協力フォーラム（FNCA）コーディネ

ーター会合の開催について、事務局の野口企画官、菊地主査から御説明いたします。お願い

します。 

（野口企画官）内閣府の野口でございます。ただいまから、3月4日から5日にかけて開催され

ますアジア原子力協力フォーラム（FNCA）コーディネーター会合について御説明させていた

だきます。最初、イントラダクションを含めて、先生方よく御存じだとは思いますが、御説

明させていただきます。 

  アジア原子力協力フォーラム、Forum for Nuclear Cooperation in Asiaの頭文字をとっ

て、通常FNCAと呼んでおります。このFNCAでございますが、地域のパートナーシップによっ

て原子力技術の平和利用を進め、更には社会経済の発展を目指すということを目的としてお

ります。 

  このFNCAは1990年に日本主導でアジア地域原子力協力国際会議というものが発足いたしま

した。それを2000年にFNCAという形に発展的に衣替えをしております。現在、日本を含めま

したアジアの12カ国が参加しております。 

  このFNCAが2000年に開始、設立されて以来、毎年、大臣級会合、それからこのコーディネ

ーター会合というものが開催されております。それで今回、16回目のコーディネーター会合

ということになっております。 

  このFNCAコーディネーター会合でございますが、資料の3ページあたりに今回の出席者が

載ってございますけれども、海外からは参加国の約28名が参加する予定でございます。それ

から、会合の初日には内閣府の平副大臣も御出席いただきまして、挨拶をいただく予定とな

っております。 

  4日、それから5日の2日間開催予定でございます。4日の水曜日は、各プロジェクトについ
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て各国のコーディネーターから成果報告が中心となります。それから2日目の5日木曜日、こ

れは昨年11月にシドニーで開催されました大臣級会合、これは阿部委員に議長をお務めいた

だいたんですけれども、その大臣級会合のフォローアップ。それから、IAEAなどの国際機関

における他の活動との協力について。それから、このFNCA自体の今後の活動について、議論

をする予定でございます。 

  今回のコーディネーター会合におきましては、岡委員長を初め各委員にもプレゼンテーシ

ョン、あるいは各セッションの議論のリードをお願いしているところでございます。 

  FNCAの概要の説明については、以上でございます。 

（岡委員長）ありがとうございました。 

  御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ありがとうございます。御説明のとおり、第16回アジア原子力協力フォーラム

（FNCA）コーディネーター会合を開催するということで、よろしいでしょうか。 

  それでは、御説明のあったとおり進めていくことといたします。ありがとうございました。 

  では、3つ目の議題、その他について、事務局からお願いいたします。 

（室谷参事官）ありがとうございます。その他案件でございます。 

  資料第3-1号として、平成27年第3回原子力委員会の議事録を、資料第3-2号として、平成

27年第4回原子力委員会の議事録を配付いたしております。 

  今後の会議の予定について御案内を申し上げたいと思います。次回、第9回原子力委員会

につきましては前回御案内いたしましたとおり、原子力利用の基本的な考え方について、独

立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター、センター長の吉川弘之様から御意見を

いただく予定でございます。3月25日水曜日、午後1時半から、中央合同庁舎8号館5階共用A

会議室を予定いたしております。前回の委員会では4号館と御案内いたしましたが、8号館に

変更になっておりますので、御注意いただけたらと思います。 

  また、次々回、第10回原子力委員会につきましては、同じく原子力利用の基本的考え方に

ついて、政策研究大学院大学長、白石隆さんから御意見をいただく予定でございます。2月

26日木曜日、朝早くて恐縮でございますが、朝8時から、中央合同庁舎8号館5階共用A会議室

を予定いたしております。 

  以上でございます。 

（岡委員長）そのほか、委員の先生方、何か御発言ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 
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  それでは、御発言ないようですので、これで本日の委員会を終わります。 

  ありがとうございました。 
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